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障害者差別解消法は、国や市区阿村といつた行政機関や、会社や

お店などの民間事業者の、障がいがある人に対する「障がいを理由

とする差別Jをなくすための決まりごとを定めた法律です。障がい

があるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重

し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。
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障がいを含む)、 そのほか心身の機能の障がい

がある人で、障がいや社会的な障壁によつて日

常生活や社会生活が困難になつている人です。

この法律で
たいしょう
対象となる

目的の営利・非営利、個人・法人の別を問い

ません。一般的な企業やお店だけでなく、たと

えば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、

非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利

活動法人も対象となります。

合理的配慮の不提供

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思

の表明があつたにもかかわらず、負担になりすぎ

ない範囲で、「社会的障壁」(P3参照)を取り除
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「1聾がいのある丈Jとは

'身体障がい、矢ll的 障がい、精神障がい (発達
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障がい者手帳をもっていない人も含まれます。

層がいのある大への「未当な差前品とりあつかしJと
ごう  り  てき はい  りょ      ふ  てい きょう

きん  し

「合理的配慮の不提供Jが禁止されます!

ふ とう  さ べつてき

不当な差別的とりあつかい

正当な理由がないのに、障がいを理由として

サービスなどの提供を拒否したり、制限したり、

また、障がいのない人にはつけないような条件を

つけたりすることです。
はいりょ

く酉己慮をしないことです。

●矢[的 障がいなどにより本人が配慮を求める意思を表明することが困難な場合には、その家族、介助者、

支援者などが意思の表明をすることもできます。
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香逸誦な齢捨が泳曇な「社会的障壁Jっ玉
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慣習、

具体的にどんなこと?

心身の障がいによるものだけでなく、障がいのある人にとつて日常生渚や社会生活を送るうえで障壁

となるさまざまなもので、次のような事物、制度、慣牽τ、観意などがあ (ザられます。特に女性やこども
ば あし とくせい  おう はいりょ  ひつよう

の場合は、その特性に応じた配慮も必要です。
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制ヽ度
障がいのあ
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文化など

しゃかいてきしようへき  ぐ たいれい

■社会的障壁の具体例

●合理的配慮は、行政活動のほか、教育、医療、公共交通など幅広い分野が対象となり、さまざ

まな配慮が求められます。そこで、行政機関などは率先して取り組むように法的義務とし、民

間事業者などは努力義務として、各分野の対応方針による自主的な取り組みが促されています。

りよう

利用しにくい施設、
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障がいのある人への
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偏見など

3

道路の段差
どう ろ  だん さ

´

3セ ンチ程度の段

差でも車いすは進

めなくなります。

難 しい漢字ば

かりでは、理

解 しづらい人

もいます。

フトが機能し

ません。

Q
すべて

と読み

画像だ

上げソ

ヽ こ

しよ  るい

書 類 ホームページ

この1法律で守らなければならないことのポイント
ほう りつ  まも

不当な差別的とりあつかい
ふ とう  さ べつてき ごう り てきはいりょ  ていきょう

合理的配慮の提供

くに  ぎょうせい き かん

国の行政機関・
ち ほうこうきようだんたい

地方公共団体など

禁 止

不当な差別的とりあつかいが禁止さ

れます。

法的義務

障がい者に対して合理的配慮を行わ

なければなりません。

民間事業者など

民間事業者には、個人事業者や NPO

など非営利事業者も含まれます。

禁 止

不当な差別的とりあつかいが禁止さ

れます。

据力義務

障がい者に対して合理的配慮を行う

よう努めなければなりません。


